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国　税／�平成24年分所得税の確定申告
� 2月16日〜3月15日

国　税／�個人の青色申告の承認申請� 3月15日
国　税／�贈与税の申告� 2月1日〜3月15日
国　税／�2月分源泉所得税の納付� 3月11日
国　税／�個人事業者の24年分消費税の確定申告

� 4月1日
国　税／�1月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）� 4月1日
国　税／�7月決算法人の中間申告� 4月1日
国　税／�4月、7月、10月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 4月1日
地方税／�個人の都道府県民税、市町村民税、事業税

（事業所税）の申告� 3月15日

3 2013（平成25年）

核燃料税　原子力発電所の存廃が関心を集めていますが、青森県など13道県と柏崎市、
薩摩川内市の２市では電力会社に対し法定外税として核燃料税等を課税しています（う
ち福島県は昨年11月に核燃料税廃止を決定）。これによる地方税収は平成22年度決算額で
計405億円にのぼっており、原発を廃止した場合、財源の確保が課題となります。

ワン
ポイント

なの花と花桃

◆  3 月 の 税 務 と 労 務 3月 （弥生）MARCH

20日・春分の日
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3月号─2

　

急
速
に
進
む
高
齢
化
に
対
応
す
る

と
と
も
に
、
年
金
受
給
開
始
年
齢
の

引
き
上
げ
に
合
わ
せ
、
意
欲
と
能
力

に
応
じ
て
、
希
望
者
全
員
が
六
五
歳

ま
で
働
き
続
け
ら
れ
る
環
境
の
整
備

を
目
的
と
し
て
、
高
年
齢
者
雇
用
安

定
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
当
分
の

間
六
〇
歳
に
達
す
る
労
働
者
が
生
じ

な
い
事
業
所
も
含
め
て
、
六
五
歳
ま

で
雇
用
の
確
保
を
講
じ
る
こ
と
が
事

業
主
に
義
務
付
け
ら
れ
、
平
成
二
十

五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

改
正
点　

改
正
の
ポ
イ
ン
ト
を
教
え
て

く
だ
さ
い
。

　

定
年
後
に
年
金
も
給
料
も
受

け
取
れ
な
い
高
齢
者
の
雇
用
対

策
の
一
環
と
し
て
、
本
年
四
月
一
日

か
ら
改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
が

実
施
さ
れ
ま
す
。
定
年
年
齢
は
原
則

六
〇
歳
で
す
が
、
六
五
歳
ま
で
の
雇

用
制
度
と
し
て
、
①
定
年
年
齢
の
引

上
げ
、
②
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
、

③
定
年
そ
の
も
の
の
廃
止
が
あ
り
、

②
の
場
合
に
は
、
希
望
者
全
員
を
対

象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

改
正
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
原
則
、
全
て
の
労
働

者
を
対
象
と
す
る
六
五
歳
ま
で
の
雇

用
の
確
保
が
事
業
主
に
義
務
付
け
ら

れ
、
現
行
制
度
の
よ
う
に
労
使
協
定

に
お
い
て
能
力
な
ど
を
理
由
に
継
続

雇
用
制
度
の
対
象
者
を
限
定
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
制
度
運

用
上
は
、
事
業
主
が
労
働
者
の
意
思

を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ

ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
法
律
は
、
主
と
し
て

期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
者
に
対
す

る
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
等
を
求
め

て
い
ま
す
が
、
有
期
労
働
契
約
で
あ

っ
て
も
反
復
継
続
し
て
契
約
の
更
新

が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
期
間

の
定
め
の
な
い
雇
用
と
み
な
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

経
過
措
置

　
経
過
措
置
は
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
か
。

　

改
正
法
の
施
行
日
前
（
平
成

二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以

前
）
に
労
使
協
定
に
よ
り
本
制
度
の

対
象
者
を
限
定
す
る
基
準
を
定
め
て

い
た
事
業
主
に
つ
い
て
は
、
経
過
措

置
と
し
て
平
成
三
十
七
年
度
ま
で

は
、
老
齢
厚
生
年
金
の
報
酬
比
例
部

分
の
支
給
開
始
年
齢
以
上
の
者
に
つ

い
て
、
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
者
を

限
定
す
る
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
ま
す
。

離
職
後
の
失
業
給
付

　
六
五
歳
ま
で
の
雇
用
を
定
め

る
場
合
に
、
注
意
す
べ
き
こ
と

は
あ
り
ま
す
か
。

　

法
は
、
六
五
歳
（
六
五
歳
の

誕
生
日
の
前
日
）
ま
で
の
雇
用

の
確
保
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
離
職
後
の
失
業
給
付
を

考
え
る
と
六
五
歳
ま
で
働
い
た
場
合

は
か
な
り
不
利
に
な
り
ま
す
。
た
と

え
ば
、
受
給
資
格
者
（
六
五
歳
未
満

（
誕
生
日
の
前
々
日
以
前
）
で
離
職

し
た
者
）
の
場
合
、
基
本
手
当
の
上

限
額
は
六
、七
五
九
円
、
所
定
給
付

日
数
の
上
限
は
一
五
〇
日
で
す
が
、

高
年
齢
受
給
資
格
者
（
六
五
歳
の
誕

生
日
の
前
日
以
後
に
離
職
し
た
者
）

の
場
合
は
、同
様
に
六
、四
四
〇
円
、

五
〇
日
と
な
り
、
給
付
額
に
七
〇
万

円
弱
の
差
が
生
じ
ま
す
。

　

受
給
資
格
者
と
し
て
給
付
を
受
け

た
い
場
合
は
、
自
己
都
合
で
六
五
歳

の
誕
生
日
の
前
々
日
に
離
職
す
れ
ば

（
三
カ
月
の
給
付
制
限
が
あ
る
）、

六
五
歳
後
は
基
本
手
当
と
老
齢
給
付

と
の
調
整
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
両

方
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
就
業
規
則
に
は
、
た

と
え
ば
、「
従
業
員
の
定
年
は
満
六
〇

歳
と
し
、
六
〇
歳
に
達
し
た
日
の
最

初
の
賃
金
締
切
日
を
も
っ
て
退
職
と

す
る
。
た
だ
し
、
本
人
が
希
望
し
、

解
雇
ま
た
は
退
職
事
由
に
該
当
し
な

い
者
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
一

年
ご
と
に
契
約
を
更
新
し
、
六
五
歳

ま
で
継
続
雇
用
す
る
」
等
と
規
定
し

四
月
か
ら
改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
が
実
施

―

希
望
者
全
員
の
雇
用
を
企
業
に
義
務
付
け―

―

希
望
者
全
員
の
雇
用
を
企
業
に
義
務
付
け―
Q

A
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3─3月号

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

拒
否
事
由

　
就
業
規
則
に
定
め
て
い
る
解

雇
事
由
に
該
当
す
る
よ
う
な
場

合
で
も
、
六
五
歳
に
な
る
ま
で
雇
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
。

　

心
身
の
故
障
・
障
害
等
の
た

め
業
務
に
堪
え
ら
れ
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
や
勤
務
状
況
が
著
し

く
不
良
で
引
き
続
き
従
業
員
と
し
て

の
職
責
を
果
た
せ
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
等
就
業
規
則
に
定
め
る
解
雇

ま
た
は
退
職
事
由
（
年
齢
に
か
か
る

も
の
を
除
く
）
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
が
あ

り
、
社
会
通
念
上
相
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
継
続
雇
用
し

な
い
こ
と
が
可
能
で
す
。

雇
用
形
態
の
変
更

　
定
年
後
、
一
年
ご
と
に
雇
用

契
約
を
更
新
す
る
形
態
で
嘱
託

や
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
で
継
続
雇
用

す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
か
。

　

継
続
雇
用
後
の
労
働
条
件
に

つ
い
て
は
、
高
年
齢
者
の
安
定

し
た
雇
用
確
保
が
で
き
れ
ば
、
最
低

賃
金
等
を
厳
守
し
た
う
え
で
、
フ
ル

タ
イ
ム
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
等
の
雇
用

形
態
に
応
じ
て
、労
働
時
間
、賃
金
、

待
遇
な
ど
を
事
業
主
と
労
働
者
の
間

で
決
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

一
年
ご
と
の
契
約
更
新
に
つ
い
て

は
、
①
六
五
歳
を
下
回
る
上
限
年
齢

が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
②
六

五
歳
ま
で
は
、
契
約
が
更
新
さ
れ
る

こ
と
（
能
力
な
ど
年
齢
以
外
の
理
由

で
契
約
を
更
新
し
な
い
こ
と
は
可
）

が
原
則
で
す
が
、
具
体
的
に
は
、
個

別
の
事
例
に
応
じ
て
判
断
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

継
続
雇
用
制
度
の
具
体
例

　
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
継
続

雇
用
制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
る

と
認
め
ら
れ
る
の
で
す
か
。

　

厚
生
労
働
省
が
具
体
例
を
掲

げ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
を

参
考
に
自
社
に
合
っ
た
制
度
を
導
入

す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

⑴　

六
五
歳
ま
で
安
定
し
た
雇
用
が

確
保
さ
れ
る
し
く
み
で
あ
っ
て
、

労
働
者
の
自
由
意
思
に
よ
り
選
択

で
き
る
と
い
う
制
度
で
あ
れ
ば
、

継
続
雇
用
制
度
を
導
入
し
て
い
る

と
解
釈
さ
れ
る
と
し
て
い
ま
す
。

　
　

た
と
え
ば
、
①
従
前
と
同
等
の

労
働
条
件
で
六
〇
歳
定
年
で
退
職

す
る
場
合
と
、
②
五
五
歳
以
降
の

雇
用
形
態
を
一
年
更
新
の
有
期
労

働
契
約
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、

労
働
条
件
を
変
更
し
た
上
で
、
最

大
六
五
歳
ま
で
働
き
続
け
る
場
合

の
よ
う
に
選
択
肢
を
追
加
す
る
方

法
で
す
。
こ
の
場
合
は
、
六
五
歳

ま
で
は
高
年
齢
者
が
希
望
す
れ
ば
、

契
約
が
更
新
さ
れ
る
こ
と
が
原
則

で
す
が
、
個
別
、
具
体
的
に
判
断

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

⑵　

定
年
を
六
〇
歳
か
ら
六
三
歳
に

引
き
上
げ
、
そ
の
後
六
五
歳
ま
で

は
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
や
事
業

主
の
合
理
的
な
裁
量
の
範
囲
で
、

就
労
形
態
を
週
三
日
勤
務
で
概
ね

二
人
で
一
人
分
の
業
務
を
担
当
す

る
い
わ
ゆ
る
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン

グ
等
の
方
法
も
可
能
で
す
。

継
続
雇
用
の
拒
否

　
会
社
側
と
労
働
者
と
の
労
働

条
件
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ

た
場
合
、
継
続
雇
用
を
拒
む
こ
と
は

で
き
る
の
で
す
か
。

　

法
が
求
め
て
い
る
の
は
、
あ

く
ま
で
継
続
雇
用
制
度
の
導
入

で
す
の
で
、
事
業
主
が
合
理
的
な
裁

量
の
範
囲
の
条
件
を
提
示
し
て
い
れ

ば
、
労
働
者
本
人
と
事
業
主
間
で
賃

金
や
労
働
時
間
等
の
条
件
が
合
意
で

き
ず
、
そ
の
結
果
労
働
者
が
継
続
雇

用
を
拒
否
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
法

違
反
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

定
年
と
再
雇
用
日
に
空
白
が
あ
る
場
合

　
定
年
後
は
引
き
続
き
再
雇
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す

か
。　

雇
用
管
理
の
事
務
手
続
き
上

な
ど
か
ら
、
定
年
退
職
日
の
翌

日
か
ら
再
雇
用
す
る
制
度
と
な
っ
て

い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
継
続
雇

用
制
度
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
差

し
支
え
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
し
、
定
年
後
相
当
期
間
を
お
い
て

再
雇
用
す
る
場
合
に
は
、
継
続
雇
用

制
度
と
い
え
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
標
準
報
酬
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、一
日
で
も
空
白
が
あ
る
と
、

被
保
険
者
資
格
の
喪
失
・
取
得
の
手

続
き
で
は
な
く
通
常
の
随
時
改
定
と

な
り
ま
す
の
で
留
意
す
る
と
よ
い
で

し
ょ
う
。

A QA Q

A Q

A Q
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3月号─4

　平成24年10月１日から、60 〜
64歳の間の厚生年金記録が判明し

た場合の年金の取扱いが変更されたそうで
すが、その概要について教えてください。

　年金を受ける権利の時効は５年で
すが、５年を過ぎた場合でも年金時

効特例法（厚生年金記録があることが判明
されたにもかかわらず、時効により受給で
きなかった年金を支給できるように変更さ
れた特例法）に基づき支給されることとな
りました。
　これまでは60〜 64歳までの厚生年金記
録が判明した場合であっても65歳以降の
老齢厚生年金の増額分については、年金時
効特例法の対象とされず、５年以上遡って
時効特例給付は支払われませんでしたが、
平成24年10月１日以降は取扱いが変更さ

れて、60〜 64歳までの厚生年金記録が判
明した場合は、時効により消滅した分を含
め全期間分遡って、本人（本人が死亡した
場合は、その遺族）に支給されることとな
りました。
　60 〜 64歳までの厚生年金記録がある
ことが過去に判明し訂正されている者や今
般の変更対象に該当する可能性があると思
われる者は、年金証書、振込通知書等の基
礎年金番号・年金コードが確認できるもの
を持参して、最寄りの年金事務所に相談す
るとよいでしょう。
　なお、未支給年金を受けたことがある遺
族が手続きをする場合は、死亡した者が受
けていた年金の「振込通知書」、「未支給年
金支給決定通知書」、死亡した者の基礎年
金番号・年金コードが確認できるもの、請
求者本人の確認ができる身分証明書（運転
免許証等）、振込を希望する金融機関の預
金口座の通帳を添付します。
　未支給年金を受けたことがない遺族は、
年金事務所にお問い合わせください。

　社会保険にかかる標準報酬月額が２等級
以上下がった等随時改定に該当する場合
は、年金事務所等に「被保険者報酬月額変
更届」を提出しますが（添付書類は不要）、
５等級以上下がった場合は、事実関係を確
認するために、出勤簿（賃金変動月から３
カ月分）と賃金台帳（賃金変動月の前月か
ら４カ月分）を添付しなければなりません。
　株式会社（特例有限会社を含む）の取締
役等の役員である社会保険の被保険者の場
合も同様ですが、出勤簿等はありませんの
で、その代わりに次のいずれかひとつと所
得税源泉徴収簿等の書類を提出します。
①　株主総会または取締役会の議事録
②　代表取締役等による報酬決定通知書
③　役員間の報酬協議書
④　債権放棄を証する書類

　
国
民
年
金
制
度
に
は
、
所
得
の
少

な
い
学
生
が
保
険
料
納
付
の
猶
予

（
先
送
り
）を
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
る「
学
生
納
付
特
例
制
度
」が
あ

り
ま
す
。

　
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
病
気
や
ケ
ガ
が
原
因
で
障
害
が

残
っ
た
と
き
に
は
障
害
基
礎
年
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。
ま
た
老
齢
基
礎
年

金
は
後
日
保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ

ば
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
年
金
を
受

け
取
る
た
め
に
必
要
な「
受
給
資
格

期
間
」に
は
算
入
さ
れ
ま
す
の
で
、

特
例
制
度
を
利
用
す
る
学
生
は
、
す

み
や
か
に
手
続
き
す
る
こ
と
が
大
切

で
す
。

　
提
出
先
は
、
住
民
票
登
録
地
の
市

区
町
村
ま
た
は
年
金
事
務
所
等
で
す

の
で
、
申
請
書
、
添
付
書
類
等
は
、

窓
口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
な
お
、

承
認
さ
れ
る
期
間
は
四
月
か
ら
一
年

間
で
す
の
で
、
申
請
は
毎
年
度
必
要

に
な
り
ま
す
。

A

Q

60〜 64歳の厚生年金記録
が判明したとき

標準報酬月額が５等級以上
下がったとき学

生
納
付
特
例
制
度


